
第一種指定化学物質 排出先
排出量

（kg）

VOC

対象物質※

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 4.8

下水道への移動 2.4

当該事業所の外への移動（下水道以外） 9,383.3

大気への排出 0.0 〇

公共用水域への排出 0.0 〇

下水道への移動 0.0 〇

当該事業所の外への移動（下水道以外） 7.5 〇

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 0.0

下水道への移動 0.0

当該事業所の外への移動（下水道以外） 24.0

大気への排出 1,502.6 〇

公共用水域への排出 0.0 〇

下水道への移動 0.3 〇

当該事業所の外への移動（下水道以外） 405.3 〇

大気への排出 4,164.7 〇

公共用水域への排出 0.0 〇

下水道への移動 0.7 〇

当該事業所の外への移動（下水道以外） 1,559.0 〇

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 0.0

下水道への移動 0.0

当該事業所の外への移動（下水道以外） 19.0

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 0.0

下水道への移動 0.0

当該事業所の外への移動（下水道以外） 883.0

大気への排出 894.0

公共用水域への排出 0.0

下水道への移動 1.5

当該事業所の外への移動（下水道以外） 9,475.0

大気への排出 3,100.0

公共用水域への排出 0.0

下水道への移動 0.0

当該事業所の外への移動（下水道以外） 340.0

大気への排出 5.6 〇

公共用水域への排出 0.0 〇

下水道への移動 0.0 〇

当該事業所の外への移動（下水道以外） 11.0 〇

キシレン

指定化学物質排出量

亜鉛の水溶性化合物

2-アミノエタノール

アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物

エチルベンゼン

クロム及び三価クロム化合物

六価クロム化合物

無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く）

1,4-ジオキサン

ジクロロベンゼン



第一種指定化学物質 排出先
排出量

（kg）

VOC

対象物質

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 0.0

下水道への移動 0.0

当該事業所の外への移動（下水道以外） 72.0

大気への排出 1.1

公共用水域への排出 0.0

下水道への移動 0.5

当該事業所の外への移動（下水道以外） 30.0

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 0.0

下水道への移動 0.0

当該事業所の外への移動（下水道以外） 130.0

大気への排出 3,800.0 〇

公共用水域への排出 0.0 〇

下水道への移動 0.0 〇

当該事業所の外への移動（下水道以外） 0.0 〇

大気への排出 4,050.0 〇

公共用水域への排出 0.0 〇

下水道への移動 0.0 〇

当該事業所の外への移動（下水道以外） 1,500.0 〇

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 0.0

下水道への移動 0.0

当該事業所の外への移動（下水道以外） 1,170.0

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 0.0

下水道への移動 0.0

当該事業所の外への移動（下水道以外） 46.0

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 1.3

下水道への移動 31.0

当該事業所の外への移動（下水道以外） 644.9

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 1.6

下水道への移動 7.4

当該事業所の外への移動（下水道以外） 144.0

大気への排出 0.0 〇

公共用水域への排出 5.9 〇

下水道への移動 43.0 〇

当該事業所の外への移動（下水道以外） 1,000.0 〇

大気への排出 0.0 〇

公共用水域への排出 9.3 〇

下水道への移動 11.1 〇

当該事業所の外への移動（下水道以外） 419.0 〇

バナジウム化合物

N,N-ジシクロヘキシルアミン

2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール

ノルマル-ドデシルアルコール

トリクロロエチレン

トルエン

ニッケル化合物

ふっ化水素及びその水溶性塩

ほう素化合物

アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物

アルキル基の炭素数が９のもの



第一種指定化学物質 排出先
排出量

（kg）

VOC

対象物質

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 0.8

下水道への移動 2.1

当該事業所の外への移動（下水道以外） 3,563.0

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 0.0

下水道への移動 0.0

当該事業所の外への移動（下水道以外） 24.6

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 0.0

下水道への移動 0.0

当該事業所の外への移動（下水道以外） 150.0

大気への排出 0.0 〇

公共用水域への排出 0.0 〇

下水道への移動 0.8 〇

当該事業所の外への移動（下水道以外） 19.0 〇

大気への排出 0.0 〇

公共用水域への排出 0.0 〇

下水道への移動 3.8 〇

当該事業所の外への移動（下水道以外） 88.0 〇

大気への排出 0.0 〇

公共用水域への排出 0.5 〇

下水道への移動 5.5 〇

当該事業所の外への移動（下水道以外） 144.0 〇

大気への排出 42.0 〇

公共用水域への排出 0.0 〇

下水道への移動 2.7 〇

当該事業所の外への移動（下水道以外） 133.0 〇

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 0.0

下水道への移動 0.9

当該事業所の外への移動（下水道以外） 22.0

大気への排出 174.0 〇

公共用水域への排出 0.0 〇

下水道への移動 5.4 〇

当該事業所の外への移動（下水道以外） 350.0 〇

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 0.0

下水道への移動 25.0

当該事業所の外への移動（下水道以外） 611.0

大気への排出 0.0

公共用水域への排出 0.0

下水道への移動 8.2

当該事業所の外への移動（下水道以外） 190.0

塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩

マンガン及びその化合物

モリブデン及びその化合物

りん酸トリトリル

アルキル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であっ

て、数平均分子量が1,000未満のものに限る、及びアルケニル基の

炭素数が16から18までのもの及びその化合物であって、数平均分子

量が1,000未満のものに限る

アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が

9から11までのものの（当該アルキル基の炭素数が10のものを主成

分とするものに限る）

アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその化合物であっ

て、数分子量が1,000未満のものに限る

ブチルセロソルブ

トリメチルベンゼン

トリメトキシ-[3-(オキシラン-2-イルメトキシ)プロピル]シラン

(1-ヒドロキシエタン-1,1-ジイル)ジホスホン酸並びにそのカリウム

塩及びナトリウム塩



第一種指定化学物質 排出先
排出量

（kg）

VOC

対象物質

大気への排出 1,100.0 〇

公共用水域への排出 0.0 〇

下水道への移動 0.0 〇

当該事業所の外への移動（下水道以外） 110.0 〇

大気への排出 0.0 〇

公共用水域への排出 3.2 〇

下水道への移動 5.6 〇

当該事業所の外への移動（下水道以外） 111.0 〇
※：揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて 令和5年3月」（揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ検討会）をもとに

作成

メチルイソブチルケトン

N-メチル-2-ピロリドン


